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産業廃棄物処理場 

その他、各リサイクル法に

よる処理施設、引取業者へ 

・ 家電リサイクル法 

・ 建設リサイクル法 

・ 食品リサイクル法 

・ 自動車リサイクル法 

 

一般廃棄物 
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併せ産廃（条例§27 規則§13）

 特定の事業活動に伴うもの 

・ 紙くず 

・ 木くず 

・ 繊維くず 

・ 動植物性残渣 

・ 市長が特に認めるもの 

家庭系ごみにま

ぎれて排出 

一般（産業）廃

棄物処理業者

社 に 処 理 を 依

頼 

① 可燃ごみ 
紙類、厨芥、繊維、木、竹類、

プラスチック、ゴム 

② 不燃ごみ 
缶類、金属、びん、ペットボト

ル、雑物 

③ 粗大ごみ 
家電製品、家具類、厨房用

具、自転車、畳など 

上記以外の廃棄物（１２種類） 

・ あらゆる事業活動に伴って生じた

廃棄物（全業種共通・発生過程を問わ

ず） 

ごみステーションへ排出

事業者が直接、

処 理 施 設 へ 持

込む 
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